
参議院で憲法審査会規程案が可決！
憲法９条の改悪を許すな！

ＪＲ東海労ニュース
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５月18日、参議院本会議において、民主、自民、公明党などの賛成多数

で憲法審査会規定案が可決・制定されました。

憲法審査会とは、憲法改定の原案を審議する審査会です。憲法の改正に

は衆参両院で３分の２以上の賛成で発議し、国民投票で過半数の承認を得
る必要があります。そ

して、国民投票法には、

その具体的な手続きが

定められており、その

中に憲法審査会の設置

も明記されています。

改憲原案は衆院で10

0人以上、参院で50人

以上の議員の賛成で国

会に提出できます。憲

法審査会は、その改憲

原案を審議し、出席議
員の過半数の賛成で可

決し本会議にかけられ

ることになります。

今回、制定された規

程では、審査会の委員

数など実質的に審査会

を動かすのに必要なル

ールを決めたことにな

り、国民投票法を行う

地ならしがなされたと

言えます。つまり、憲
法９条の改悪にまた一

歩近づくことを意味す

るのです。憲法９条改

悪反対の声を上げて行

きましょう。
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